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第７章 

取り組むべき事項の検討 
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７－１ 

集約型都市構造に向けた各種制度の活用 
 

今後、積極的に集約型の都市構造への転換を図るために、都市再生特別措置法に位置づけられてい

る以下のような制度を活用していくことが考えられます。また、一部は民間の開発や誘導施設にも関

連することから今後の活用のため周知を図ります。 

 

○居住調整地域（法第89条） 

居住調整地域は都市再生特別措置法第 89 条に定められた任意に立地適正化計画に定めるもので、

住宅地化を抑制するために定める地域地区です。市街化調整区域には定めることができません。 

居住調整地域は以下のような目的で定められます。 

 

○インフラ投資を抑制 

過去に住宅地化を進めたものの居住の集積が実現せず、空地等が散在している区域について、今

後居住が集積するのを防止し、将来的にインフラ投資を抑制することを目的として定める場合。 

○住宅地化を抑制 

工業系用途が定められているものの工場の移転により空地化が進展している区域について、住宅

地化されるのを抑制することを目的として定める場合。 

○都市の中心部の区域において住宅地化を促進 

非線引き都市計画区域内で、都市の縁辺部の区域について、住宅開発を抑制し居住誘導区域内な

ど都市の中心部の区域において住宅地化を進めることを目的として定める場合等 

 

また、区域内において、以下の行為を行う場合には居住調整区域を市街化調整区域とみなして開

発許可制度が適用されます。 

 

 

資料：改正都市再生特別措置法等について 国土交通省（平成 27(2015)年 6 月） 
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○災害ハザードエリアでの開発等に関する勧告・公表制度（法第 88条） 

居住誘導区域外において一定規模以上の開発を行おうとする場合は、市町村長に届け出なければ

ならず、市町村長は届出に係る行為が住宅等の立地の誘導を図る上で支障があると認めるときは必

要な勧告をすることができます。 

また、レッドゾーンでの開発に対する勧告について事業者がこれに従わなかったときは、事業者

名等を公表することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：「安全なまちづくり」・「魅力的なまちづくり」の推進のための都市再生特別措置法等の改正について 国土交通省 

（令和 2(2020)年 9月） 

 

○居住誘導区域等権利設定等促進計画（法第 88条） 

災害ハザードエリアから居住誘導区域への住宅又は施設の移転促進のため、市町村が主体となっ

て移転者等のコーディネートを行い、移転に関する具体的な計画を作成し、手続きの代行等を行う

ことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：「安全なまちづくり」・「魅力的なまちづくり」の推進のための都市再生特別措置法等の改正について 国土交通省 

（令和 2(2020)年 9月）  
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○居住環境向上用途誘導地区（法第 94条第2項） 

都市計画において、居住誘導区域内に「居住環境向上用途誘導地区」を定めることにより、病院、

店舗等の日常生活に必要な施設（生活利便施設）について容積率、用途制限の緩和を可能とするこ

とで、これらの施設の立地を促進することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：「安全なまちづくり」・「魅力的なまちづくり」の推進のための都市再生特別措置法等の改正について 国土交通省 

（令和 2(2020)年 9月） 

 

○老朽化した都市インフラの計画的改修（法第 81条第9項） 

老朽化した都市インフラの計画的な改修を進めるため、都市計画施設の改修事業について、立地

適正化計画に基づく都市計画事業の認可みなし制度が創設され、通常の都市計画事業と同様に、都

市計画税を充当して改修事業を推進することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：「安全なまちづくり」・「魅力的なまちづくり」の推進のための都市再生特別措置法等の改正について 国土交通省 

（令和 2(2020)年 9月）  
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○防災住宅建設区への集約換地（法第 81条第12項） 

防災指針を立地適正化計画に定める場合には、溢水、湛水、津波、高潮等による災害の発生のおそれ

のある居住誘導区域内の土地の区域において、これらの災害の防止等を目的として行う防災指針に即

した土地区画整理事業に関する事項を併せて記載することができることになりました。 

これにより、立地適正化計画に当該事項を記載した場合には、当該土地区画整理事業の事業計画に

防災住宅建設区（浸水等の被害を防止・軽減することを目的とする土地区画整理事業の施行地区の区

域において、特に住宅の建設を促進する必要があると認められる土地の区域）を定め、集約換地を行う

ことが可能となりました。 

 

○跡地等管理区域・跡地等管理等指針（法第 81条８第16項） 

跡地等管理区域は空き地が増加しつつあるものの相当数の住宅が存在する既存集落や住宅団地等

において跡地等における雑草の繁茂、樹木の枯損等を防止し、良好な生活環境の確保や美観風致の

維持を図ることを目的として、跡地等の適正な管理を必要とする区域及び跡地等の管理に係る指針

を定めることができます。具体的には以下のよう内容を規定するとともに、規定に則した管理が行

われるよう必要な対応をとることができます。 

 

具体的な区域の設定に当たっては 

①現に存する跡地等が既存集落や住宅団地等の生活環境及び美観風致に影響する空間的範囲の広

がりに加え、将来の跡地等の発生を考慮することが望ましい。 

②居住誘導区域外の区域全体を一の区域として設定することを想定したものではなく、既存集落

等の特性や跡地等の発生状況等を踏まえ、必要に応じて複数の区域を設定することができる。 

とされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：改正都市再生特別措置法等について 国土交通省（平成 27(2015)年 6 月） 
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資料：「安全なまちづくり」・「魅力的なまちづくり」の推進のための都市再生特別措置法等の改正について 国土交通省 

（令和 2(2020)年 9月） 

 

○跡地等管理協定（法第110条～116条） 

所有者自ら跡地等を適正に管理することが困難な場合、市町村又は都市再生推進法人等は、跡地等

管理区域内で所有者等と管理協定を締結して、当該跡地等の管理を行うことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：「安全なまちづくり」・「魅力的なまちづくり」の推進のための都市再生特別措置法等の改正について 国土交通省 

（令和 2(2020)年 9月） 
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○特例制度 

特例制度として以下の内容があります。今後、民間からの提案や特例の活用を検討することとし、

概要のみを示します。 

 

 

 

 

 

 

 

・都市計画決定等の提案制度 

居住誘導区域内において、２０戸以上の住宅整備に関する事業を行おうとする者は、都市計画

(法第 86条)又は景観計画(法第 87条)について、住宅地の良好な環境・景観を保全するための提

案を行うことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：改正都市再生特別措置法等について 国土交通省（平成 27(2015)年 6 月） 

 

・民間誘導施設等整備事業計画等の認定 

都市機能誘導区域内における誘導施設に係る建築物の整備を行う都市開発事業について政令で

定める規模以上のものを施行しようとする民間事業者は、国土交通省令で定める「民間誘導施設

等整備事業計画」を作成し、国土交通大臣の認定を申請することができます。また、認定されれば

課税の特例措置を受けることができます。（法第 95条） 

 

・土地区画整理法の特例 

立地適正化計画に記載された土地区画整理事業の施行者は、土地区画整理法に基づく換地計画

の内容について地権者等の全ての同意を得たときは、照応の原則（換地及び従前の宅地の位置、

地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない）によらないで、換

地計画において換地を定めることができます。（法第105条） 

  

・都市計画決定等の提案制度 

・民間誘導施設等整備事業計画等の認定 

・土地区画整理法の特例 

・駐車場法の特例等 

・特定用途誘導地区 
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・駐車場法の特例等 

居住、医療、福祉、商業等の機能の集積する都市機能誘導区域では自動車流入が増大し、道路交

通の混雑・ふくそう、歩行者環境の悪化などを招く場合があるため、立地適正化計画において、駐

車場の配置の適性化を図るべき区域（駐車場配置適性化区域）を設定することができます。 

この区域では以下のような特例が認められます。 

  

図 面的な広がりのある駐車場配置適正化区域 

資料：都市再生特別措置法に基づく駐車場の配置適性化に関する手引き 国土交通省（平成 27(2015)年 3月） 



133 

 

・特定用途誘導地区 

都市機能誘導区域内で都市計画に特定用途誘導地区（法第 109条）を定めることにより、誘導

施設を有する建築物について容積率・用途制限を緩和することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：改正都市再生特別措置法等について 国土交通省（平成 27(2015)年 6 月） 

 

  


